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第５章　計画の推進体制と進捗管理
　我孫子市文化財保存活用地域計画の推進にあたっては、庁内のほか、関係機関や市民団

体、地域住民や専門家等との連携のもとに行う（P115 図 50 参照）。特に、以下の①～⑤

点による推進体制の強化を図る。

庁内体制の調整・連携

　我孫子遺産は美術工芸品や石造物、有形・無形民俗、史跡や文化的景観など広範囲にわ

たっており（P53 参照）、適切な保存や活用推進のためには専門的知識を持つ複数の文化

財専門職員の配置・増員が必要である。また、広報部署をはじめとした庁内他部署と情報

共有を行い連携を深め、各課の所管イベント等で我孫子遺産の周知を図るほか、速やかに

調整できる体制を整える。その他、消防署と協力し、指定文化財（建造物）で消防訓練等

を行うほか、消防署や警察署に我孫子遺産リストを提出し、火災が発生した際に速やかに

対応できるようにする。

市民ボランティアによるサポーター制度の新設、市民との連携

　新たな試みとして、防災及び資料調査の市民ボランティア制度を創設する。近隣の市民

に我孫子遺産防災サポーターとして平時及び災害時の見回りを行ってもらうほか、市史に

興味がある市民に資料調査ボランティアとして我孫子の歴史資料への関心・理解を深めて

もらう。また、市民を対象にワークショップやイベント等で、地域の我孫子遺産の掘り起

こしや我孫子遺産の周知を行うなど、市民との関わりを強化していく。

　　

民間事業者との連携強化

　市内外の民間事業者に働きかけ、我孫子遺産に関するチラシやパンフレットの配置、旧

井上家住宅や旧村川別荘、白樺文学館や杉村楚人冠記念館で開催するイベントへの協力体

制の構築など、積極的に連携していく。

地域との連携

　地域住民などに呼びかけ、我孫子遺産防災サポーターや市史資料調査サポーターとなっ

てもらえるよう働きかける。我孫子遺産の破損等は、地域社会にとって取り返しのつかな

い損失となるため、平時から定期的に確認することで、被害を最小限にとどめることがで
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きる。また、地域住民の目があることで、盗難等の抑止にもつなげることができる。なお、

警察には適宜指定文化財リストを提出し、情報共有を図る。

専門家との協力

　災害発生後、資料の汚損や水損が生じる場合がある。その際に文化財レスキュー事業の

ほか、近隣の ”資料救済ネットワーク ”に依頼できるよう、平時から体制を整える。また、

文化財保存活用地域計画協議会や文化財審議会で、計画の進捗状況の確認や、必要に応じ

てアドバイスや指導を仰ぐ。

計画の進捗管理

　本計画の進捗確認・評価については「我孫子市文化財保存活用地域計画協議会」で年１

回程度協議会を開く。我孫子市の我孫子遺産の活用方法や財源確保等の方策を検討し、そ

れらを本計画に反映させながら、進捗管理を行う。

　本計画は計画期間が 7年と長期にわたるため、4年経過した時点で事業計画の進捗状況

の確認と中間評価を行う。

　その結果を踏まえ、事業計画について必要な更新・修正を加え効果的な取り組みができ

るようにする。また、軽微な変更を行う場合は内容の変更について文化庁へ報告する。

　さらに計画期間経過後は最終的な進捗確認・評価を行い次期計画作成時の計画立案・事

業実施に取り組む。

５

６



第５章　計画の推進体制と進捗管理

第

５

章

115

図 50　推進体制と文化財に対する主な業務内容

文化財
審議会

我孫子市
文化財審議会

【審議事項】教育委員会の諮問に応じて、文化財の指定等に関する重要事項について調査
審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する

【委員構成】文化財に知識・経験を有する者９名以内

市民ボラ
ンティア

市民ガイドボランティア 【業務内容】市内文化財施設（旧村川別荘等）についてのガイドを行う

資料調査ボランティア
（新設） 【業務内容】我孫子市の歴史資料に触れてもらい、資料への関心・理解を深める

我孫子遺産
防災サポーター

（新設）

【業務内容】各地区の我孫子遺産を対象として随時巡視を行い、保存・活用・保全等につ
いて課題等が生じた場合は文化財保護主管課に報告する。また、災害等有事の際は、主
管課に代わり、域内の文化財の状況を確認し、主管課へ報告する

支援
団体等

各地区まちづくり協議会 【業務内容】近隣センターの管理運営や地域住民間の交流と連帯を通し、良好な生活環境
をつくる。

市指定文化財
所有団体（者） 【業務内容】市指定文化財の保存等を行う

文化財保護
指導委員

※当面は置かないが、将来的に置くことを検討する。
【業務内容】文化財について随時巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化
財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想につ
いて普及活動を行う

その他民
間団体等

千葉歴史・
自然資料救済
ネットワーク

【業務内容】災害などによって歴史・文化・自然資料への悪影響が県内で発生した際の資
料救済活動等

茨城文化財・
歴史資料救済・

保全ネットワーク
【業務内容】災害等で被災した文化財・歴史資料などの救済・保全

都道府県
等

千葉県教育委員会
文化財課 【業務内容】県内の文化財に係る業務

我孫子警察署 【業務内容】盗難・犯罪・防犯に関する業務

協議会
我孫子市

文化財保存活用
地域計画協議会

【任務】地域計画の作成及び教育委員会・市長への報告、計画の進捗管理や見直し等の検
討を行う

【委員構成】我孫子市生涯学習審議会委員及び庁内関係課長（秘書広報課、企画課、商業
観光課、鳥の博物館、文化・スポーツ課）10 名以内

我孫子市
教育

委員会

文化・スポーツ課
（文化財保護主管課）

【業務内容】歴史文化財担当：文化財の保護・保存・普及啓発等に係る業務
文化振興担当：郷土芸能祭など文化活動の場の提供に係る業務
白樺文学館・杉村楚人冠記念館：各施設の運営に係る業務

生涯学習課 【業務内容】公民館の運営に係る業務

鳥の博物館 【業務内容】鳥の博物館の運営に係る業務

図書館 【業務内容】図書館の運営に係る業務

指導課 【業務内容】指導カリキュラムの作成、児童・生徒の指導に関する業務

我孫子市

秘書広報課 【業務内容】広報室：主に市内の広報に係る業務
あびこの魅力発信室：ロケ等撮影支援、市外への PR に係る業務

　企画課 【業務内容】庁内の調整に係る業務、近隣市との連携に係る業務

市民安全課 【業務内容】市民の安全・安心、防犯に関する業務

商業観光課

【業務内容】商業・観光振興に係る業務
アビシルベ（我孫子インフォメーションセンター）

【業務内容】我孫子市の観光情報等の積極的な提供、市の魅力の周知、まちの賑わいづく
りに係る業務

都市計画課 【業務内容】景観推進室：景観の推進に関する業務

公園緑地課 【業務内容】公園・緑地の維持管理に関する業務

消防予防課 【業務内容】防災・防火に関する業務

（令和 2 年 9 月現在）
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我孫子市文化財保存活用地域計画　作成経過

１. 作成体制
　平成 30（2018）年の文化財保護法改正を踏まえ、令和元年度から「我孫子市文化財

保存活用地域計画（以下計画）」の作成に取り組んだ。計画作成に際し、文化財保護法第

183	条の 9	に基づく協議会として、我孫子市文化財保存活用地域計画協議会（以下協議会）

を設置した。協議会の委員は、我孫子市生涯学習審議会委員及び庁内関係課の課長相当職

員とし、会議には千葉県教育庁文化財課がオブザーバーとして参加した。

　令和元（2019）年 8	月 1	日に第 1	回会議、令和 2（2020）年 3	月 4	日に第 2	回会議、

6	月 29	日に第 3	回会議を開催したほか、市内文化財の視察を令和 2年月及び同年 9月の

計 2	回行い、地域計画（案）について検討した。

２．地域計画作成の経過

開催年月 内容

令和元年
7月末～ 9月

市内小学校全 13校へ聞き取り調査
　・学習に文化財をどのように取り入れているか
　・教育委員会との連携について

令和元年 8月
平成 31年度第 1回我孫子市文化財保存活用地域計画協議会
					・骨子（案）について
					・計画作成スケジュールについて

令和元年
8月末

我孫子市文化財保存活用地域計画協議会　市内視察（市内西部）

令和元年 9月 我孫子市文化財保存活用地域計画協議会　市内視察（市内東部）

令和 2年
1月末

平成 31年度第 2回我孫子市文化財審議会
　	・文化財保存活用地域計画作成について（現状報告）

令和 2年 3月
平成 31年度第 2回我孫子市文化財保存活用地域計画協議会
					・文化財保存活用計画（素案）について

令和２年 4月
図書館への聞き取り調査
　・文化財資料の提供状況
　・教育委員会との連携について

令和 2年
6月末

令和 2年度第 1回我孫子市文化財保存活用地域計画協議会
					・文化財保存活用計画（素案）について

令和 2年 7月
令和 2年度第２回我孫子市文化財審議会（書面開催）
					・文化財保存活用計画（素案）について

令和 2年 7月
第 1回文化庁協議：我孫子市文化財保存活用地域計画（素案）について
( 京都）
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開催年月 内容

令和 2年 8月 パブリックコメント（9月 11日まで）

令和 2年
8月末

第 2回文化庁協議：我孫子市文化財保存活用地域計画（素案）について（オ
ンライン）

令和 2年
10月

パブリックコメントによる意見反映

令和 2年
12月

国へ認定申請

３．我孫子市文化財保存活用地域計画協議会委員

氏名 所属等 備考

白水　智
中央学院大学	法学部　教授
生涯学習センター長

副会長
生涯学習審議会委員

中村　孝行
我孫子市国際交流協会
広報部会長

生涯学習審議会委員

弘實　さと子
我孫子市鳥の博物館
市民スタッフ

生涯学習審議会委員

福田　晶子
元我孫子市民図書館
市民スタッフ

生涯学習審議会委員

古内　新一
我孫子市スポーツ協会
（我孫子市ソフトボール協会会長）

会長
生涯学習審議会委員

磯岡　由美 商業観光課長

小池　博幸 秘書広報課　広報室長

小林　由紀夫 文化・スポーツ課長

斉藤　安行
鳥の博物館館長

～ R2.3.31

木下　登志子 R2.4.1 ～

長谷川　哲也
企画課長

～ R2.3.31

小林　修 R2.4.1 ～


